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Thispaperconsidersthedevelopmentofrice
cultivation atthe beginning ofthe twentieth
century in French Cochinchina,with special
referencetolandconcessionintheMekongDelta.
Thegrowthofriceproduction,particularlyfor
export,wascapitalistic,beingintegratedintothe
Frenchcolonialsystem.Byanalysisofabout600
cases ofland alienation from 1899 to 1907,

amountingto300,000hectares,itisshownthat(1)
thelargestconcessionsduringtheentirecolonial
periodweregrantedinlargenumbersmainlyln
theprovincesofRachgia,Cantho,Longxuyen,
SoctrangandTanan,wheretheconstructionof
maincanalsinthe1890shadmadevastlands

cultivable.(2)Whilenearly100Frenchconces-

sionaries gained halfofthe concession lands

は じ め に

筆者は以前,仏債 コーチシナにおける19世

紀末までの植民地土地政策 と水田開発の関係

を検討 したが [高田 1984], 本稿はその続

編 として,20世紀初頭の国有地払下げと水田

開発の進展を論 じるものである.｡
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inlargetractsmorethan300hectares,afew

Vietnamesealso gainedlargeplots,mainlyin
RachgiaProvince.(3)Accordingtoan o汀icial
report, 65% of the concession lands were
cultivated by 1910,butonlyone-third ofthe

concessionlandsglVentOEuropeanswereturned
intoricefields,duetoashortageoflabor.(4)
Laborersandtenantswhohad mlgratedfrom
eastoftheBassacRivercultivatedconcession

landsfor Vietnamese landlords. Tbey were
alwaysin debttothelandlordsortoChinese
merchants.

ThedistributionofvirglnSOilbythecolonial
administrationinplotstoolargeformostpeasants
tocultivatebythemselvespreparedthewayfor
largelandownershipinWesternCochinchina.

本稿で扱 う20世紀初頭の時期を,筆者はコ

ーチシナにおける稲作発展の重大な画期であ

ったと考える｡ 端的に述べれば,フランス植

民地支配のもとで典型的な稲単作栽培地域に

発展するメコン ･デルタ1)西部の開発が,ま

さにこの時期に始まったか らである｡ 後述す

るように,従来デルタ西部の低湿地帯は稲作

どころか人間の居住す ら困難な土地であった

が [Takaya,Kaida,Fukui 1974],19世紀

1)本稿で用いる ｢メコン･デルタ｣は,仏領コー

チシナに属するメコン河下流域のみをさす｡
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末から20世紀初頭にかけての開発によって,

ここに輸出を目的とした資本主義的商品生産

が開始された｡ そこでの創出された可耕地を

めぐるフランス植民地政府の土地分配のあり

方は,同時に西部に特徴的な大土地所有制の

成立を明らかに準備 したのである｡

フランスのインドシナ植民地政策は,19世

紀末以降インドシナを本国経済圏に統合する

ことをめざしており,インドシナもフランス

商品の販路確保 ･拡大のための一翼を担うこ

とになった｡その結果インドシナは米の輸出

を促進する必要があった｡ こうしてメコン･

デルタ西部開発は,フランス商品市場として

のインドシナの再編過程に位置づけることが

できるのである [高田 1979]｡

さて,創出された土地 の分配 に関 して従

栄,払下げによる可耕地の取得は,史料的裏

づけもないまま,もっぱらベ トナム人特権階

級による土地収奪と直接的に

結びつけて論 じられてきた｡

あるいはまた,1920年代の農

業開発ブームが強調されすぎ

て,デルタの水田開発史にお

ける20世紀初頭の位置づげは

十分になされていない｡本稿

は,20世紀初頭の国有地払下

げの実態を多少とも解明 し,

デルタ西部における水田開発

の進展 との関係から,これら

の通説を再検討することにし

た い ｡

本論の構成は次のとおりで

ある｡まず西部開発の契機と

なった大幹線運河の掘削を述

べ,次に20世紀初頭の国有地

払下げの特徴を分析する｡ そ

して,払下げの集中した西部

を中心に,その水田開発の状

況を明らかにしたい｡
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Ⅰ 大幹線運河の掘削

ベ トナム人の稲作地帯は,入植の歴史の比

較的古いコーチシナ東部あるいは中部から,

19世紀末までにはバサック河流域地帯に急速

な拡大をみせつつあった [高田 1984]｡ 水田

面積は1881年ごろに約60万 haであったとさ

れているが,19世紀末には110万 ha以上に

増大 した｡これがさらに第 1次世界大戦直前

には約170万 haにまで拡大された [Henry

1932:272-273]｡ 図1は拡大 した水田の分布

を大まかに示 している｡稲作地域はこのよう

に,20世紀初頭以降はとりわけバサ ック河以

西のデルタ西部で著 しく拡大 されたので あ

る｡ 他方,コーチシナの米輸出量は19世紀末

には約60万 トンであったが,1910年には110

万 トン以上に達 していた [BEZ 1938:199]｡

図 1 コーチシナの水田地帯の分布
出所 :GI[1930:25-26]
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このような米輸出の激増をもた らした西部に

おける急速な稲作地域の拡大は,とりもなお

さずこの地に稲単作栽培地城を形成させたの

である｡

周知のとおり,西部開発の一大契機は,フ

ランス植民地政府が推進 した大幹線運河の掘

削にあったと述べても過言ではあるまい｡な

かんず く20世紀初頭における国有地払下げの

大々的実施をもたらした重要な掘削事業は,

1893年にラネッサン Lanessan 総督 (189ト

1894年)のもとで立案された工期10年の大計

画にその端緒があった｡この大工事はモンヴ

ヌ会社が請け負 ってすす め られて いた が,

1900年に工事の経過を調査する委員会が開か

れ,ここで運河の排水効果によりデルタ西部

低地浸水地帯の入植および稲作の可能性が明

らかにされたのである｡ 急遮,計画は組みな

おされ,新 た に極東工業会 社 LaSoci6te

FranCaiselndustrielled'Extreme-Orientが

加わり,凌探工事は活気づいた [GI 1930:

15-16]｡

では,デルタ西部低地の水田開発の突破口

を開いた Xa-no運河を次に掲げよう｡1903

年の Ⅹa-nO運河開通は,のちに明らかにす

るフランス人の国有地払下 げ取得 熟 を急上

昇させた顕著 な例 といえ る [MP Can-tho

1904:32]｡

Ⅹa-no 運河は, カントー省ディン ･パオ

郡ニョオン･アイ村 と同郡ニョオン ･ニア村

の沼地を貫いてラクジャ省カイロン川に達す

る全長40km,河幅 (水面)45m,水底幅15

m,水深4.5mの大運河である｡ Xa-no運河

建設の請原酎ま,この付近にすでに国有地の払

下げを受けていたふたりのフランス人 Duval

と Gueryによって,1900年に提出された｡

この提案は関係諸省の支援により,先の公共

土木局の建設再計画に組み入れられ,1901年

1月に総督の許可を得た ｡ 運河の開通時にカ

ントー省の植民地行政官は,同省に 1万 ha,

隣のラクジャ省に 1万 baの土地がこの結果

可耕地となり,やがて水田にかわるであろう

と予想 した｡ 1年を通 してジャンク船や蒸気

船の航行も可能となり,サイゴンか ら直接に

シャム湾 にぬけられるようになった [BEZ

1903:638-641]｡

この時期に完成 した主要な運河には,たと

えばソクチャン省の沼地を走る Delanoue運

河 [BEZ 1904:1257]などのほか, チョロ

ン省とジャディン省の問のカウ ･アン･-辛

原を通 る運河 (1900年開通) [BEZ 1900:

522],ロンスウェン省とサイゴンをむすぶサ

デ ック省 の Lap-vo運河の修復 (1907年 完

成)[AGZ 1908:2631264]などがあった｡

運河の年平均凌深量は,1890年代 の82万m3

が,1900年代には3倍以上の270万m3に増大

した｡ また,運河の全長 も1900年の164km

が,1910年には415km に延長された [GI

1930:20,24]｡ 新運河の周辺地帯は無主の

可耕地として,次々と国有地払下げの対象地

となっていった｡ では,この実態を次に考察

することにする｡

ⅠⅠ 国有地払下げの実態

旧稿で明 らかに したように,フランス植民

地政府は1880年代において土地登記の強制を

通 して私的土地所有権の確立をめざす一方,

当時のコーチシナに存在 したとみられる無主

末耕地を国有地に編入 し,これを国有地払下

げ法によって申請者に譲渡する制度を創出 し

ていた｡無主末耕地の開墾 は,国有地払下

げ法によって認可 された ので あ る [高田

1984]｡

19世紀の国有地払下げは,当初は有償であ

った｡ しか し,1880年代 には500ha未満の

規模であれば無償譲渡にかわり,かつ10ha

未満の小規模なものについては払下げ手続き

がより現実的に,また容易になった｡ このた
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め90年代にはいると国有地払下げ制度に基づ

く無償譲渡は急増 し,19世紀末までにコーチ

シナで約31万haにのぼった｡ そ して,その

うちの少な くとも約 25万haは10ha未満の

小規模な譲渡とみられ,現地住民が享受 して

いた｡ これに対 してヨーロッパ人-の土地譲

渡は50ha以上の大規模なものがそのほとん

どであり,およそ 6万haが彼 らの合計面積

であった｡ ヨーロッパ人の実際の水田経営面

積は, さらにそのうちのわずか 1万 haほど

であり,19世紀末までにみられた旺盛なコー

チシナの新田開発に,ヨーロッパ人の参加は

極めて少なかった [同上 論文]｡ しか し,20

世紀初頭の国有地払下げは,この傾向を一変

させたのである｡

(1)1899-1907年の期間 における払下げ

認可令の事例

仏領インドシナ総督府の経済誌 Bulletin

Economiquedel'Zndochine(月刊,BEZと略

記)は1890年から発行された｡発刊当初の

た場合だけでな く,すでに払い下げられた土

地の権利移転 (名儀変更)や譲渡地の返還命

令 も同様に掲げられていた｡払下げ制度の規

定に基づき,払下げが認可されて所定の期間

に開発がすすめられない場合には,譲渡地は

植民地政府に返還されなければならなかった

からである02) 払下げの事例は,四つのケー

スに分類できる (図2を参照)0 〔A〕はこの

期間にみられた無償 ･有償の払下げのケース

(405件),〔B〕は この期間に払下げが確定

譲渡となったケース (68件),〔C〕は払下げ

地の名儀変更のケース (33件),〔D〕は払下

げ地の返還命令を受けたケース (96件)であ

る｡ 以下,件数,面積,規模の順に検討 す

る｡

〔A〕

r★= = 二 霊 )(B,

★ △

× 〔Dl〕

BEZには,JoumaloHicieldel'Zndochine

franfaise と Bulletinadminisiratifdela ★

Cochinchineに出た農 ･工 ･商業に関する

総督令および省令の一覧が掲載された｡ 本稿

では BET誌上から, 払下げ認可令の事例を

抽出 して整理 ･分析する｡ 筆者が入手するこ

とのできた払下げ認可令は全部で 602件にの

ぼる｡ これらは1899年か ら1907年までの約 9

年間のケースに限られる｡

まず,払下げ令は各件 ごとに次の①～⑦に

関する記載を含んでいた｡すなわち,①命令

･総督令の登録番号,@承認された日付,@

期限付譲渡 (仮譲渡)か確定譲渡かの区別,

④有償 ･無償の区別,⑤譲渡地の存在する省

名 ･郡名 ･村落名,⑥おおよその面積,地所

の数,⑦払下げを受ける者の氏名,職業,人

数などである｡ ただ し,記述の一部に省略 も

多々あった｡また,払下げの申請が承認され
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★ 払下げ申請が認可さ

れた時点

◎ 払下げ (譲渡)確定

の時点

△ 名儀 の変更された時

点

× 返還命令

- 仮の払下げの状態

図2 払下げの状況図

荏) BEIに掲載された1899年3月-1907年11月の期
間の払下げ命令を筆者が抽出,整理したもの｡

2)国有地払下げ制度の詳しい規定は,重複を避け
るため拙稿を参腰されたい｡開墾期限はふつう
5年であるが,10ha未満の払下げについては
3年とされた (1890,1891年法令)｡ この期間
は仮の譲渡権を与えられたにすぎず,開発が承
認されてはじめて終局的な確定譲渡となる [高
田 1984]｡
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a.件数

表 1は,図 2の 〔A〕と 〔B〕のケースに

ついて,年度 ごとの状況を示 した ものである

(表 1か ら表 5は,払下げ命令の集計 ･分析

により筆者が作成 した ものである)｡ 省 と国

籍の別が不明な ものは,この表には含まれて

いない｡ 民族の別は申請者の氏名,もしくは

indig色ne(土着民)という表記に基づ き分類

したが,フランス帰化人 と記 されていて も明

らかに現地民の氏名を もつ者は現地人に含め

た｡ただ し,カンボジア人 もしくはベ トナム

人などと明記 された ものは数件 しかな く,覗

地人の詳 しい民族別の状況はほとんど不明で

あった ｡

表 1の払下げ認可令416件に関 していえば,

払下げの集中 した年度は1902年(88件),1904

年(102件)である｡件数の多い地域は, ラク

ジャ省82件,ソクチャン省58件,カン ト-省

46件などのデルタ西部 と,あ しの平原 Plaine

desJoncs のあるタ ンアン省 51件が目立つ｡

反対に少ないのは,-ティェン省 2件,ヴィ

ンロン省 2件,チ ャウ ドック省 3件,チャヴ

ィン省 5件のほか ジャディン省,および東部

4省などである｡つまり,払下げはデルタ西

部や沼地を含む先の幹線運河の開通 した地域

に集中的に急増 している｡

表 1 国有地払下げの件数 〔A〕･〔B〕のケース (1899-1907年) 単位 :件数
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*仏--･フランス人, 現--･現地人｡
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図3 コーチシナの行政区画

同表で民族別の合計をみると,フランス人

196対現地人220である｡現地人がフランス人

より多いが,フランス人の払下げが現地人の

数に迫 る状況にあることが窺える｡省別に詳

しくみると,フランス人の払下げの方が多い

ところが,カント-省,タ ンアン省など全20

省のうち7省あった｡

b.払下げ総面積

表 2は,払下げ面積を省別 ･民族別に集計

したものである｡ 図 2の四つのケースが含ま

れる｡ なぜなら,再び国有地に返還 された り

名儀の変更があっても,払下げの対象地に違

いはないか らである｡名儀変更の場合は,も

との払下げ対象者の国籍 (民族)を採用 した｡

民族別分類の不明の欄は,払下げを受けた者

が複数で,かつ国籍が二つ以上,もしくは明

記 されていないケースの合計面積である｡

表 2によれば,この期問の払下げ総面積は

約33万ha以上 はあったことがわかる｡1890

年代の10年間の無償譲渡面積は約26万haで
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あったが [Osborne 1969:

289],20世紀はじめのそれ

は90年代を上回るスケール

とペースであったといえよ

う ｡

払下げ面積の合計が大 き

い省は,ラクジャ省,カン

ト-省,ロンスウェン省,

ソクチャン省などの西部を

は じめ,タ ンアン省,サデ

ック省にも多い｡反対に面

積の小 さい省はチャウ ドッ

ク省,ヴィンロン省,タイニ

ン省, トウザ ゥモ省などで

ある｡ つまり,払下げ件数

の多 くみられたデルタ西部

や沼地の運河掘削地域に,

やはり払下げ面積 も非常に

大 きいといえる｡ これに対

して稲作に通 していない地域や開発 される未

耕地の少ない省には,払下げはわずか しかな

い｡

次に民族別の状況では,フランス人への払

下げ総面積は約 165,000haで, 全体 の49%

を占める｡ 現地人へ の それ は約 131,000ba

(39%)となった｡残 りの12%は民族別が不

明である｡ フランス人-の払下げが前世紀ま

でに 6万haであったことと比較すると, こ

の時期に激増 したことが明 らかであろう｡ フ

ランス人への払下げが多い諸省 は, カ ン ト

-,ロンスウェン,タ ンアン,ジャディン,

チ ョロンなどであった｡ しか し,現地人の払

下げもラクジャ省,ソクチャン省,サデ ック

省などでは非常に大 きかった点 も見 落せ な

い｡

C.個人への払下げの規模

フランス人への比重が高まったばかりでな

く,それが大規模なものであったことが重要

である｡まず,民族の別を問わず大規模な払
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表 2 20世紀初頭の省別国有地払下げの状況 (1899-1907年) 単位 :ha

計

計

下げの様子を示すことにする｡

表 3は,表 2の 1個人 もしくは 1法人への

払下げの事例 (フランス人 ･現地人)をとり

出 し,規模別に分類 してそれぞれの払下げ件

数を示 した｡ 表 3で分析 され る対象 面 積 は

167,270haであって,払下げ総面積 (表 2)

の約50%にあたる｡ 残 りの50%は個人への払

下げ規模が不明のため,分析 は不 可能 で あ

る｡また,ひとりで複数の払下げを受けた場

合については,それ らの面積の合計値で分類

した｡ したがって,ここでの払下げ数は払下

げを受けた人数に一致する｡

表 3の払下げ対象者 351人のうち,約半数

は50-500haの規模に集中 している｡その払

下げ面積の合計 (最下段)は,ここでの全体

の23%を占める｡1,000ha以上の巨大な規模

の合計は,全体の面積の54%に達 している｡

これに対 して50ha未満の払下げは,わずか

に面積では 1%にすぎない｡大規模な払下げ

の傾向は,これにより明 らかである｡地域別

では,500ha以上 の大規模な払下げが比較

的多いのは,ラクジャ省,カント-省,タン
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表 3 払下げの規模 (1899-1907年) 単位 :人

謂 別鴇 古l28≡O,ol去78eyoI;…0,0日 ;0,0日 記0,0

規模別の払下
げ地面積の合
計 (ha)二･i_1:一三テ二二 ~三三 _:-

3)現地人-の払下げについて,次の点をつけ加え
ておきたい｡規模の分析に先立ちお断わりした
ように,ここでは複数の者に対する払下げは分
析対象からはずした｡ところが,ベ トナム人 1

A表 規模別払下げ件数 (複数のベ トナム人)

計

規模別件数計

ア ン省であろう｡

次に,民族別の払下げ規模の傾向を検討す

る｡ 表 4と表 5は,払下げ総面積の大 きか っ

た 9省をとり出 し,規模の明 らかな ものにつ

いて民族別に示 した ものである｡ これ らの 2

表を比較す ると,フランス人の払下げは,300

ha以上の規模 について現地人 よりかな り多

い傾向があり,他方,現地人 は50ha未満の規

模の ものが件数では比較的多いといえる｡3'

また,大規模な払下げの件数の多い前述の

3省 (ラクジャ,カ ン ト-,タ ンア ン)のう

ち,表 4か らカン ト-省 とタ ンア ン省は,フ

ランス人の大規模払下げの顕著な傾向がみ ら

れる｡ なかんず くカン トー省の場合 は,サイ

ゴン在住の弁護士 Sambucが 7,000ha以上

杏,同様にサイゴンに住む Belinは 2,000ha

以上におよぶ国有地を有償で払い下げ られた

例などがあり,フランス人の大規模払下げ認

可の極めてはっきりとした特徴を有 している

(図 4参照)｡ カン トー省の現地人への払下

げは合計 2,800ha ほど しかな く, 他省 と比

べて非常に少ない｡これ とは逆に,表 5の ラ

クジャ省の例のように,現地人-の大規模払

下げの多いところもある｡1,00011a以上の払

個人-の払下げは全体の3割程度であり,むし
ろ複数の者への払下げ例が多い｡複数のベ トナ

ム人向けの払下げ認可例では, 1件につき500
ha以上になるものもある｡ たとえば, その例

をA表に掲げた｡

筆者はこれらを,村落の連名形式による払下げ
申請か,また10ha未満の小規模なもので省長

の耕作許可を得た払下げ地の合計が,改めて法
令で認可されたものではないかと考える｡たと

えば,A表に含まれる大規模な4件の事例につ

いて人数を示し,1人あたり平均面積を算出す
るとB表のようになる｡

B 表

省 名 1iL下げ面積(ha)(人数 l去金森た(Ohf
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表 4 規模別払下げの件数と面積 (フランス人,1899-1907年) 単位 :件数,ha

計

表 5 規模別払下げの件数と面積 (現地人,1899-1907年) 単位 :件数,ba

計

下げを獲得 した現地人 が,同省の フランス人

4人に対 して 8人み られる｡ ラクジャ省のこ

の特徴 は,現地人-の払下げ規模が一般 には

50ba未満の ものが多い傾向の中で, 注 目に

値す る｡

(2)その後の払下げの進展

では,20世紀初頭数年間における大 々的な

国有地払下げの実施後,コーチシナ各省にど

れ くらいの払下げ可能な国有 地 が存 在 した

か,みることにす る.表 6は,1911年の BEZ
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図4 カント-省のヨーロッパ人払下げ地の分布

表 6 各省の払下げ可能な国有地の
面積 (1910年) 単位 :ha

省 名 l 国有地総面積

計 l 2,448,231

出所 :BEI[1911:74]
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(1907年ごろ)
出所 :AGJ[1908]

誌 上 で報 告 され た

｢コーチシナにおけ

る開発の進展 と可能

性｣[BEZ 1911:

73-75]の中 の表 か

ら引用 した｡これに

よれば,払い下げ ら

れる国有地が大量に

残 る諸省は,東部の

ビエ ンホア省 (ここ

にはゴム栽培適地帯

が含まれる),西部の

ラクジャ, ロンスウ

ェン,チャウ ドック,

タ ンアン,バ ク リュ

ウ省などである｡-

ティェン省にも多いが,ここは水田適地でな

く,む しろ胡椴,ヤシ,ゴム樹栽培の対象地

であろう｡ これに対 して,カ ントー省にはわ

ずか 4,000ha しかない｡ 前述のとお り, カ

ン ト-省では20世紀初頭の数年間に払下げが

集中 して行われ,そのほとんどはフランス人

-の大規模な国有地譲渡であった｡ したがっ

て,同省内の末開墾無主地は,この時期まで

の急速な払下げの進展によってほぼ土地分割

を完了 したと考え られる｡この事例 は,デル

タ西部における20世紀初頭の払下げの重要性

を端的に示 しているのである｡

しか し,稲作適地のデルタ西部に集中 した

フランス人の払下げの先の傾向は,1910年前

後か ら早 くも変化する｡ フランス人の国有地

払下げの主要な対象地域が,このころには,

ゴムのプランテー ションに適 したコーチシナ

東部地帯に移 るか らである｡ 4)

4)ゴム栽培のための土地払下げ請願は,1905年ご
ろから出始めた｡有名なスザンナ農園が開設さ
れたのは1907年であった [逸見 1941:137-
138]｡ゴム農園の発展 については Murray
[1980:Chapter6]の研究が概説としてまとま
っている｡
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1913年の BEZによれば, 1912年のは じめ

数カ月の間に承認 された コーチシナの払下げ

面積は71,000haであった ｡ このうちの約半

分 (33,000ha) は フランス人がゴム園 の新

設のために申請 した｡残 りの38,000haが水

田開発の申請を認可 された ものであったが,

フランス人はそのうち8,000haを 占め た に

すぎない [BEZ 1913:242]｡ この数年前 と

比べて,フランス人はデルタ水田地帯での払

下げ-の関心を低下 させたのである｡

その後1920年代のフランス人の払下げ状況

にも同様の傾向がみられる｡1921年か ら30年

までに仮譲渡および確定譲渡を含めてフラン

ス人 は318,600haの払下げを受 けた が, こ

のうち26年か ら29年の払下げ面積 215,000ha

は, ゴム栽培 用 の土 地 で あった [Henry

1932:224]｡ ゴム栽培は第 1次大戦後の経済

的停滞期を脱すると急速に発展 し, 2度 目の

ゴム ･ブームを迎えていた｡1920年代のフラ

ンス人への払下げは, したがって多 くとも10

万 ha がデルタの水田開発に向けられたとみ

られる｡ 前述のとお り1899年か ら1907年の 9

年間のそれは 16万 haを超えていたのである

か ら,フランスの植民地期を通 してみて も,

20世紀初頭にはフランス人への払下げがい か

に集中 して大量に行われたかがわかる｡

ⅠIl デルタ西部の水田開発

では水田の開発は実際にどのようにすすん

でいたのであろうか｡まず西部の稲作地域の

拡大状況を述べ,次に新開地の状況について

明 らかに したい｡

(1) 稲作地域の拡大

a.余剰米の生産地域

表 7が示すように,コーチシナの水田面積

は1898年か ら1908年の10年間に約38万ha増

大 した｡ この時期に著 しく増大 したのはラク

ジャ省(68,000ha増加),カン ト-省(46,000

ha増加), ソクチャン省 (34,000ha増加)

の西部 3省である｡ これ ら3省の増加分の合

計面積は,先のコーチシナ全体 (約38万 ha)

の約 4割に達 している｡また,このうちのカ

ントー省 とソクチャン省の水田面積は,1931

年 と比べて も1908年にすでに 9割以上に達 し

ている｡

L Bonneau はコーチシナ各地域の生産量

か ら人口に見合 った消費量を差 し引いた ｢余

剰米｣の推計値を算出 したが,それによれば

1913年にバサ ック河西部 (ソクチャン,ラク

ジャ,バ ク リュウの諸省全域 とカント-,ロ

ンスウェン各省の西部)の ｢余剰米｣は82万

トン以上に達 し,コーチシナ余剰米全体の55

%を産出 した｡ 同様に1901年か ら1906年の年

平均余剰米を算出すると,この比率は36%で

あった [BEZ 1915:358-359] ｡ 彼の推計に

従えば,1906年か ら1913年の間に,バサ ック

河西部の余剰米生産力は急速に高まったとい

えよう｡

このように,バサ ック河以西の諸省に拡大

した水田地帯は,20世紀初頭にコーチシナの

主要な輸出米生産地域 とな った｡なかんず く

カン トーとソクチャンの両省は,1930年 ごろ

を水田拡大の到達点 とみれば,5) 新田開発は

ほぼその 9割以上にまで進展 していた点は注

目に値する｡

5)ベ トナム南部の稲作付面積は,戦後は1930年ご
ろの220万 baを大きく下回っている｡ 1950年
代前半の作付面積は110万-170万 haであり,
56年にようやく200万 haに回復 した [木村
1974:150]｡しかしながら,20世紀初頭に始ま
る急速な西部開発は,ベ トナムの研究者の指摘

するように,連歌技術の導入はなく,浸水や潮
水に耐える長日性の雨季米品種と降雨にのみ依

存し,その土地生産性は極めて低位であった｡
開拓を促進した運河も,むしろ定期的汝漢のた

めの維持費がかさむうえ,乾季には平野の窪地
に浸入する海水によって土壌の質が低下するな
どの問題を多く含むものであった [Kim Khai
1981]｡
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表 7 コーチシナの地域別水田面積 (1898,1908,1931年) 単位 :ha

省 名 l 1898年* l 1908年* l 1931年

西 部
Baclieu

Racbgia
Soctrang
Cantho

Longxuyen
Chaudoc

Hatien

小 計

50,175(19)

70,331(22)

141,410(72)

120,670(67)

42,360(29)

15,3U2(12)

440,248

74,379(28)

138,214(43)

175,672(90)

166,200(92)

68,100(46)

32,612(25)

1,424(23)

656,601

270,420

319,960

195,200

181,100

147,500

131,300

6,140

1,251,620

中 部
でravinII

Bentre

Vinhlong
Sadec

Tanan

Mytho

Gocong
Cholon
Giadinb

小 計

116,788(73)

78,186(75)

77,394(84)

61,500(68)

41,872(56)

90,894(57)

37,152(80)

59,184(64)

45,400(77)

608,370

135,770(85)

100,259(96)

90,88(-)(注1)

70,700(78)

56,311(75)

120,714(75)

43,989(95)

81,957(88)

53,172(90)

752,960 (注 2)

160,530

104,060

92,080

90,200

74,900

160,150

46,200

92,620

59,000

879,740

計 [ 1,104,385(49) l 1,479,440(65)(注2)l 2,259･760(100)
出所 : 1898:BEE[1899:607],1908:BET[1910:17],1931:Henry[1932:267-272]
注): *1898,1908年の ( )は1931年を100とした時の指数を算出したもの｡

(1)100位の数字が不明｡(2)注 1の100位を0として算出｡

b.人 口増加 と開拓部落

表 8はコーチシナ各省の人 口の推 移 を示

す｡同表によれば1894年か ら1913年の約20年

間に,総人 口は200万人か ら280万人以上 (1.4

倍)に急増 している｡人 口増加率の高い省は

デルタ最西部 ラクジャ,バ クリュウの 2省で

あるが,西部では-ティェン省以外の各省で

この時期に 4- 5万人 以上増大 して い る｡

1904年に出版 されたカントー省のモノグラフ

252

は,同省の人 口急増の要因として (1)死亡

率を上回る出生率 (自然増加)と (2)東部

(この場合 コーチシナ中部,東部を含む)か ら

の多数の移住者を受け入れた点を掲げている

[MPCan-tho 1904:33]｡ コーチシナでは

19世紀末までに,旧稿で明 らかに したような

フランスの諸政策によって村落社会はかな り

の変動を被 ったと推察された [高田 1984]｡

西部開発のための労働力移動を促進 した契機
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表8 コーチシナ各省の民族別人口構成 (1894,1913年)

族
氏

単位 :100人

原史料 :1894:Ac√[1894:347],1913:AGJ[1913:299-337]
*この表の数値はすべて原史料から得た数値の10位を四捨五入している (したがって,各項目別の数

値の合計は,この表の集計欄の数値とは必ずしも一致 しない)｡

荏) ① チャム人が多く含まれる｡

(参 チャム人,モイ人が多く含まれる.
@ チャム人がほとんどである｡

(彰 ( )内の数値は単位 :100人でなく原数値｡

も,恐 らくはこのあた りにある｡

表 8で さらに民族別構成変化 を み て お こ

う｡ デルタの先住民族であった クメール人 は

チ ャゲィン, ソクチ ャン省に特に多い｡6)19

6)ソクチャン省では同省の全 9郡93村のうち,柿

粋にベ トナム人の起源をもつと明記される村落

は28村しかなく,残る65村はクメール文字の村

名で示された [MPSoc-trang 1904:26-43]｡

世紀末にはソクチ ャン, ラクジャの 2省で彼

らは省内の人 口の 5割以上を占めていたが,

1913年には30%台に低下 している｡19世紀末

か ら20世紀初頭にかけて, このように西部に

おけるベ トナム人 とクメール人 の人 口上 の地

位 は全省で完全に逆転 したのである｡全体 の

趨勢 と してみれば西部の新田開発 はベ トナム

人の移住を促進 し,彼 らと先住民であった ク
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カント-管

ラ
ク
ジ
ャ
省

母村落A A村の部落 al_3,A村の分村A'A'村の部落 a'1_5

B,b,B',b'はA,a,A',a'に準じる

図 5 開発過程を示す開拓部落の地名群落のモデル

メール人によって直接には担 わ れ た といえ

る｡

籾および小商品の流通などを牛耳 る中国人

は,稲作の発展に伴い,やはり19世紀末か ら

20世紀初頭にかけて人 口が急増 した｡チ ョロ

ンやサイゴンを除 くと,彼 らはデルタ西部の

海岸に近い諸省 (チャヴィン,バ ク リュウ,

ソクチャン,カント-省)に多 く居住 した｡

たとえば,ソクチャン省に あ る10の 籾 集 散

地のいず れ もに多 数 の華 僑 や 中 国系 混 血

minh-hu'clngが住み,彼 らはそ の 富 と文化

的影響力によって ソクチャンの重要な勢力グ

ループを形成 していたという[MPSoc-trang

1904:45-47,77-78]｡

次に,開通 した幹線運河周辺地域の開拓部

落の状況を検討 しよう｡1928年のインドシナ

総督府地理局測量のカン トー省10万分の 1の
〃ヽ

地図に示 された村落 Ⅹ魚名,部落 Ap名には,

開発の進行過程を示す と思われる次のような

傾向がある (図 5参照)｡ バサ ック河に注 ぐ

右岸の支流 (自然河川)をさかのぼると,そ

の分流 との合流点に位置する中心的母村落が

ある｡ さらに上流へさかのぼった合流点に,
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その母村落か ら派生 した と思

われる分村 もしくは部落が存

在する｡ また,それ らの支流

のとぎれる地点か ら,さらに

西のラクジャ省境に向かう運

河の周辺に,分村の部落 (こ

れ も母村落名に類似 した名を

有する)が地名群落をな して

いる｡7) まさにこれ らの 部落

群の位置する地域が,荊述の

大規模な払下げが主 としてフ

ランス人に対 して認可された

地域なのである｡ これ らの幹

線運河一帯では,同 じカント

～省で もバサ ック河沿岸やそ

の支流域にみられる比較的密

な村落群ではな く,村落の中心 と隣村のそれ

が非常に離れて存在 していることがわかる｡

一方,水 田は網の目状の水路沿い一帯に広

がっている｡ 西部の広大な払下げ地では,フ

ランス人入植者あるいはベ トナム人大土地取

得者が新 しい幹線運河の動脈につながる無数

の水路を掘削 し,小作人 タデ ィェン taaien
を使用 して開墾をすす め た ので あ る [Che-

valier 1918:18]｡8)

(2)新開地の開墾

a.払下げ地の耕地化率

払い下げ られた国有地の耕地化率は,史料

7)ベ トナム村落名は二つの漢字からなっている
が,一つの村落が分かれる時,新しい村落は古い
村落名の1文字を残す慣習がある｡たとえば,
Vinh-loi村が分離し,Vinh-than九,Vinh-triと
なる [Landes 1880:1021｡

8)Y.Henryの1920年代末の土地所有状況を示す
統計とつき合わせると,カント-省,ラクジャ
省,ソクチャン省境の幹線運河周辺に位置する
諸郡では,大土地所有の著しい傾向が明らかに
みられる｡たとえば,カント-省オモン県 トォ
イ ･パオ郡と同省フン･ヒェップ県ディン･ホ
ア郡,ディン･フック郡の3郡だけで,カント
-省の50Lha以上の大土地所有者の530/Oを占め
る [Henry 1932:162]｡
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上の制約が大 きく十分に解明するのは困難だ

が, さしあた り1911年 の BEZ誌上 に は,

1910年までのコーチシナの払下げ総面積約46

万haのうち約30万haは開発 されたという

公式報告が見出され る [BEZ 1911:73]O

これに従えば払下げ全体の65%が開発された

ということになろう｡ しか しながら,このう

ちヨーロッパ人 (フランス人およびフランス

国籍をもつアジア人)-の払下げは,Brenier

の農業統計図によれば3分の 1が開墾された

にすぎない｡ ただ し省別に相当の差があり,

たとえばベンチェ,ソクチャン省では払下げ

地のほとんどが開発 された [Brenier 1914:

193]｡

b.開墾形態

未耕地の開墾は当時の断片的な資料を総合

すると,次のように考え られる｡ 開墾は植物

の伐採か ら始まり水路の掘削や土壌の条件に

応 じた改良作業に 1- 5年,時には 6年を要

する｡ この期問,土地所有者は仕事量に見合

った現物 もしくは賃金を労働者に支払 う｡そ

の開発資金を lhaあたり100ピアス トルと見

積 もる例 もある｡ 籾の播種が始まると,はじ

めは 1haあたり籾10ザー(350-400リットル,

約230kg[Coquerel1911:47])の小作料で

契約がむすばれる｡ 撃耕に必要な水牛は土地

所有者が提供 し,小作料は水田の収量に応 じ

て年 々高 くなる [BET 1900:738-742]｡9'

コーチシナでは一般に定量小作が普及 して

おり,地代は平均収量の30-40%の籾量に相

当 した [Coquerel1911:108-109]｡だが ソ

クチャン省では,地主 と収穫物を折半する方

法が多かったという記録 も存在する [βEJ

1905:574];〕多数の運河や水路が入 り組んで

メコン河やバサ ック河の増水時に水量を分散

9)上記の方法だけでなく,両大戦間期の史料では
開墾費用を小作人が地主から前借りし,3年後
から通常の小作契約をむすぶ例もあったとして
いる[Gourou 1940:264;Henry 1932:55]｡

させ ることのできる諸省 と比べて,西部の大

河沿いの諸省や新開地では絶えず川の急激な

増水,浸水による影響を強 く被った｡ また,

収穫期の風雨や病虫害,疫病の流行など,坐

産の不安定要因は多々存在 した｡ 不作の年に

は,定量小作の場合のみな らず折半小作の農

民で も,翌年の耕作準備 もできず苦 しい状況

に追いや られた [loc.cii.] ｡

当時のカント-省の植民地行政官は,同省

の小規模耕作者のいかに多 くが華僑やベ トナ

ム人大地主の高利貨に暴利を貴 られているか

を嘆いている｡それによれば,彼 ら小農民は

9-10月頃に した借金を翌年の 3-5月の収穫

期に籾で返済 したが,その金利を換算すると

はじめの借金の100-150%以上にお よん だ

[BET 1902:441]O さらに 高利貸は小農民

のみを搾取 したのではなかった｡ソクチャン

省のモノグラフによると,同省の村落のノタ

ブルには ミンフォンが多 く,彼 らも親族であ

る華僑の借金に依存 した ｡ 華僑はこれを介 し

て村落内の土地す ら実質的に支配 した [MP

Soc-trang 1904:77-78]｡ 地主の資金調達

には1875年に設立されたインドシナ銀行が収

穫物担保貸付を行な って いた が, 当時 は個

人-の貸付はほとんど機能 して いな か った

[Henry 1932:660,661]｡現地人の農業相

互信用組合は1913年 ミトー省に設立されたも

のが最初であった [BEI 1938:780]O

結局,20世紀初頭の西部における開墾およ

び水田開発は,開発資金を調達することので

きた大地主 と,労働力 しか提供できないタデ

ィェンの地主 ･小作関係を成立させた｡ 多か

れ少なかれそれは,小農民に対する華僑 とベ

トナム人地主階級による経済的支配が貫徹 し

ていく過程を伴 っていたのである｡

(3)フランス人の水田

a.水田面積拡大の貢献度

先の Brenierによれば, 払下げを受けた
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ヨーロッパ人 (フランス人 もしくはフランス

帰化人)のほとんどが農業会議所の選挙資格

人であり, 1912年までに308人を数えた｡ 彼

らの所有水田面積は21万 haで,それは当時

のコーチシナ水 田総面 積 (約 164万ha)の

12.8%を占めた｡これには買入れによって取

得 した土地 proprieteachetee83,000haが

含まれる [Brenier 1914:193]ので,払下

げによる分は残 り127,000haである｡19世紀

末までに ヨーロッパ人が所有 した水田面積は

ll,900haであるので [BET 1899:692],

その後の12年間に払下げを受けて水田になっ

た面積 は115,100ha (127,000-ll,900) と

推計 される｡ 世紀末か ら20世紀初頭の10年間

のコーチシナ全体の水田面積の増大は前述の

とおり約38万 haであったので, ここでの ヨ

ーロッパ人の貢献度を大雑把に算出すること

ができる (115,100÷375,055≒0.31)｡ すな

わちこの試算は,1900年代の水田面積拡大の

約 3分の 1が, ヨーロッパ人払下げ地の開発

によるものであったことを示 している｡

b.労働力の不足

Coquerelによれば, ヨーロッパ人大土地

取得者の多 くも,土地を小区画に分割 し,覗

物 もしくは現金による小作料をとってタディ

ェンに耕作 させた｡また,季節いっぱいの雇

用労働者や農繁期に多数の農業労働者を籾 も

しくは現金で雇用する者 もおり,彼 らに食糧

や衣類 も提供 した [Coquerel1911:60]｡当

時,労働力の調達はヨーロッパ人水田経営の

最大の問題であった ｡ 植民地政府は労働力不

足の問題に二つの解決策を講 じようとした｡

一つは移民の奨励で,いま一つは水田耕作の

機械化であった ｡

まず,1896年か ら97年にかけて設立 された

コー チ シナ農 園主 組 合 しe Syndicatdes

PlanteursdeCochinchine は, フランス人

の水田経営の発展を促進するために,小作人

の逃亡を規制する法的制度の確立を行政側に
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働 きかけた｡さらに, トンキン ･アンナンか

らの移民の仲介 も申請 した [ibid.:65166]｡

20世紀にはいると1907年に,カン ト-省に労

働力調達のための政府機関である植民局が設

置された [ACJ 1908:265]｡植民局の設置

は,カント-省が20世紀初頭のフランス人に

よる水田開発の中心的位置を占めていたこと

のあらわれで もある｡ しか しなが ら,前者の

斡旋事業 も含め,移民 に よ る労働力導入 の

試みはほとんどみるべ き成果 を あげ な か っ

た ｡10)インド人, 中国人など外国人移民の募

集にも期待が寄せ られた ものの,同様に成功

した例 もない [Coquerel 1911:56-71]｡

このほか,植民地政府は北アメ リカのテキ

サスやルイジアナで用いられた農業用機械の

効用をコーチシナにもた らそうと考えていた

ようであるが,沼地での使用は不可能で実 り

はなかった [AGZ 1908:265] ｡

フランス人の水田所有面積は1930年 ごろに

は約25万haになった [Henry 1932:225]｡

数字のうえでは,先にみた1912年 ごろと比べ

て も,それほどの進展をみ な か った の で あ

る｡

10)カント-省の植民地行政側で入植地を与えて北

部から移住させる計画も実施されたが,結局失
敗した｡この計画では, トンキンのタイビン省
の代理官が84農家328人を斡旋した｡彼らは1908
年 5月末にカント-省フン･ヒェップ村の特別
区に入植した｡最低3年間の契約で,ひとりの
家長に対し4haずつ分配され, 5年後には一
定額の支払金で土地の所有者になることを許さ
れた｡その期間は,地税と人頭税を免除され,

最初に収穫を得る時まで植民局が前貸金,食
糧,衣類,農具,日用品のほか住居なども提供
した｡しかし,1908年12月以降翌年4月までに,
すでに帰還あるいは逃亡した者が続出した｡植
民地評議会でこれを発表したコーチシナ知事

は,出身地の村落自治に委ねられた募集方法の
欠陥にその原因を求めて言葉をむすんでいる｡
これらの移住者のうち農民はわずかであり,は
かは多くが浮浪者や村の成員ではない者たちで
あって,適当にひとりの婦人をあてがわれ,に
わかづくりの夫婦として送られた場合が多かっ

たとも指摘している [BEI 1909:565-566]O
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むすぴにかえて

本論で明 らかに した点をまとめると,以下

のとおりである｡

(1)20世紀初頭の水田の拡大は,19世紀

末に植民地政府が大規模な運河の掘削を行な

ったデルタ西部を中心 とするものであった ｡

本稿での払下げの分析は,限 られた期間のも

にす ぎず, いずれ仏領期全期間 にわ た る調

査,分析によって さらに精徹に整理できるで

あろうが,少な くとも筆者が分析した1899年

末か ら1907年の間の払下げに関する法令は,

コーチシナで 600件以上, 30万 ha以上が認

可対象地となっており,この時期の払下げの

大規模なことは疑いえないと思われる｡ しか

も,その 7割以上が,ラクジャ,カント-,

ロンスウェン,ソクチャン,タンアンなどの

開通 した運河の周辺地域に集中 してみられた

のである｡

(2)払下げ総面積の大 きさのみな らず,

たとえば300haを超える面積の大区画が100

人に近いフランス人に割 りあて られるなど,

フランス植民地期を通 してみてもデルタの水

田地帯に関する限 り,恐 らく最 も大量かつ大

規模な払下げがフランス人に対 して認可され

た点に20世紀初頭の払下げの特徴があろう｡

ただ し,この時期にすでにラクジャ省では,

ベ トナム人向けに大区画が払い下げられる傾

向もみられた｡ ただ,本稿で の規模 の分析

は,個人-の払下げ面積が明 らかなもののみ

であって,ここで分析 した払下げ面積の約半

分である｡ したがって,残る半分の払下げ形

態などには不明な点が残されている｡

(3)次に水田開発の進行過程に関 して,

まず,払下げ総面積の65%は191(ト年の時点で

開発された可能性がある｡このころにはデル

タ西部のカント～,ソクチャン,ラクジャ省

などは明 らかにコーチシナの米輸出急増を支

えた主要な輸出米生産地域となり,前 2省は

1930年を ピークとした水 田開発の 9割以上の

水田面積をすでに有 していた ｡ とりわけカン

ト～省は,デルタ西部開発のフランス人前線

基地として,幹線運河周辺は20世紀初頭には

ほとんどが土地分割を完了 し,移住労働力獲

得のための政府機関す ら設置された｡ この時

期の水田面積増加に対するヨーロッパ人払下

げ地の水田開発による寄与率は30%と推計さ

れ,無視できない規模にのぼっていたのであ

る｡

ヨーロッパ人の払下げ地の開拓には,直接

土地を小区画に分けてタディェンにまかせ る

か,農業労働者を雇用する形態がみられた｡

しか し,フランス人の水田経営は労働力不足

問題が深刻で,早晩,頓挫する可能性が高か

ったとみてよいであろう｡ 膨大な払下げ総面

積に比べて,全体 として 3割程度が開墾され

たにすぎず, ヨーロッパ人の場合は土地投機

の性格を帯びていた｡ む しろ,彼 らを国有地

払下げの媒介者 として,その後に有力なベ ト

ナム人に土地権が移転する過程が考察されね

ばならないであろう｡

(4)新開地の水田開発に実際に携わった

のは,バサ ック河流域以東か らのベ トナム人

移住者およびクメール人である｡幹線運河に

つながる水路を掘削 し,入植のすすんだ典型

的開拓部落は,同 じ西部省内でもバサ ック河

支流の密な村落とは形態が全 く異なる開放村

落であった｡ その生産関係は基本的には,労

働力を提供するタディェンと大 土地所有 者

の大地主 ･小作 関係 で あ った [Brocheux

1971a;1971b]が,農繁期には収穫期 のず

れや生産力の不安定性を要因として生まれる

農業労働者 も雇用された｡ 運河周辺の新開地

における大土地所有の傾向は,1920年代末の

Henryの農業調査で確認 されることになる

のである｡ 小農民は常に,地主や籾の流通を

牛耳るチ ョロンの華僑資本の債務奴隷にも等
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しい状況に置かれていた｡

デルタ最西部のラクジャ,バクリュウ両省

の払下げと水田開発が本格化するのは,行論

より1910年代以降とみられる｡ しか し,すで

に論 じたとおり,20世紀初豆削こおけるカント

-省を典型例 としたフランス植民地政府によ

る投機的ともいえる大規模払下げは,西部で

の籾の商品生産を め ざす水田開発 を促進 し

た｡そ して,このことがデルタ西部の大土地

所有制の形成を準備 したのである｡ しか し,

この形成過程の詳細は,さらに精密な史料の

解析を必要としよう｡ 他 日に期すこととした

い｡
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